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会 議 録 

 

1 会議名 

第 41回上越市景観審議会 

 

2 議題 （公開・非公開の別） 

 （1）委嘱状の交付（公開） 

 

 （2）会長及び副会長の選出（公開） 

 

（3）報告事項（公開） 

令和 6年度の景観事業の報告 

令和 7年度の景観事業の取組案 

(景観計画に基づく 5か年計画の検証・評価及び次期計画の検討) 

 

3 開催日時 

令和 6年 11月 20日（水）午後 2時から午後 3時 10分 

 

4 開催場所 

上越市役所 第 1庁舎 4階  401会議室 

 

5 傍聴人の数 

0人 

 

6 非公開の理由 

  なし 

 

7 出席した者（傍聴人を除く）氏名（敬称略） 

・委 員：上原 みゆき、風巻 功、横山 文雄、宮澤 生久子、安部 泰、黒野 弘靖 

     倉知 徹、安達 志郎、斎藤 龍夫（代理 水野 隆）、村本 亜紀子、 

久保田 優美 

・事務局：都市整備部 大島部長、長谷川参事 

都市整備課 長壁副課長、藤井係長、坂下主任、村山主事 

 

8 発言の内容（要旨） 

（1） 開 会 

事 務 局 

・上越市景観審議会規則第 3条第 2項に基づき、委員 14名中 11名の出席のため会議の 

成立を報告。 
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（2） 委嘱状の交付 

 

（3） 部長あいさつ 

 

（4） 会長及び副会長の選出 

・会長：黒野 弘靖、副会長：安部 泰 

 

（5） 議 案 ※上越市景観審議会規則第 3条第 1項に基づき、会長が議長を務める。 

 

〇報告案件：令和 6年度の景観事業の報告について 

 

黒野会長 

・ 報告案件「令和 6年度の景観事業の報告」について事務局から説明を求める。 

 

事務局 

・ 配布資料に基づき説明 

※「令和 6年度の景観事業の報告について」 

 

黒野会長 

・ 今ほど、説明のあった報告案件について意見、質問等を求める。 

 

風巻委員 

・ 景観アドバイスの件数が減っている理由について、公共事業が減ったとの説明があ

ったが、他の理由があれば教えてほしい。 

・ また、効果的な照明をすることはお金もかかることで大変なことであるが、照明の

アドバイスについて、どのようなアドバイスがあって、どのような成果があったの

か教えてほしい。 

 

長壁副課長 

・ 景観アドバイスの件数が減っている理由については、公共施設の発注案件が減少し

ていることと、民間施設の大規模な案件が減っていることが要因であると思われる。 

・ 照明のアドバイスの主な内容は、色温度を暖かみのある 3000ケルビンとすることや、

照明の設置数を減らすことで省エネに繋がるようなアドバイスをしてもらっている。 

・ アドバイスの件数が少ないため、具体的に成果を示めせないが、引き続きアドバイ

スを行っていきたいと考えている。 

 

倉知委員 

・ 安塚区で行っている地元小中学生との取り組みは授業の一環として行っているのか

教えてほしい。 

・ 自然色シートの写真は、どこに自然色シートがあるのか写真だと分からないので教
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えて欲しい。また、自然色シートは一般的なブルーシートよりも価格が高いのか教

えてほしい。 

 

長壁副課長 

・ 安塚区の棚田の保全活動については、小学校の授業の一環として行っているもので

ある。 

・ 自然色シートの写真は遠景で撮影しているので分かりづらいが、薄く白く写ってい

る部分が自然色シートである。 

・ 自然色シートはブルーシートよりも価格は少し高いが、公共施設においては、景観

に影響が出るような場所は自然色シートを使用するように配慮している。 

 

倉知委員 

・ 小学校との取り組みは授業の一環で行っているのであれば、継続性がしっかりと担

保されていることから、良い取組だと思った。 

・ 今後も小学校の教育の内容と里山づくりがしっかり連携できるとよい。 

 

安部副会長 

・ 自然色シートは実際にどのような色合いなのか教えてほしい。 

 

長壁副課長 

・ 実際の色は、ダークブラウンとグレーベージュを推奨している。 

 

〇報告案件：令和 7年度の景観事業の取組案について 

(景観計画に基づく 5か年計画の検証・評価及び次期計画の検討) 

 

黒野会長 

・ 報告案件「令和 7年度の景観事業の取組案」について事務局から説明を求める。 

 

事務局 

・ 配布資料に基づき説明 

※「令和 7年度の景観事業の取組案について」 

 

黒野会長 

・ 今ほど、説明のあった報告案件について意見、質問等を求める。 

 

倉知委員 

・ 次期計画は令和 8 年度からの 5 ヵ年計画ということであり、景観計画の改定ではな

いということで理解してよいか。 
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長壁副課長 

・ 景観計画をより具体化するために令和 8 年度からの 5 か年で取り組む内容を検討す

るものであり、景観計画を改訂するものではない。 

 

倉知委員 

・ 景観計画の策定から 15年経過し、ベースづくりが整ってきたので、次の段階に進む

という理解でよいか。 

 

長壁副課長 

・ 景観計画は平成 21年度に作成したが、環境色彩ガイドラインやアドバイザー制度に

ついては平成 15年から取り組んでいる。その中で、届出制度やアドバイザー制度に

より、市内全域を統一された基準の中で景観のベースを整えてきたものである。 

・ よって、次の段階としては、地区別の特色づくりとして、歴史文化エリア、市街地

エリア、自然エリアなど、地域の特色を活かしたルールづくりを行っていきたいと

考えている。 

 

倉知委員 

・ 地区別の特色づくりは、地区の特色を出しながら、基準を設定していくという方向

なのか。 

 

長壁副課長 

・ 守っていきたいエリアやにぎわいが必要なエリアなどの差別化を図りながら、基準

を設けていきたいと考えている。 

・ 地区別の特色づくりについては、素案を作成した段階で委員の皆様の意見も伺いな

がらまとめたいと考えている。 

 

倉知委員 

・ 高田の雁木町家エリアの場合、空き家、空き地になることで景観が変わってしまう

ことがあり、今後も加速するものと考えている。景観においても空き家対策等との

連携が必要ではないかと感じている。 

 

長壁副課長 

・ 南本町 3 丁目や大町 5 丁目においては、まちなか居住推進事業と連携しながら、景

観まちづくりを進めている。 

・ 地域においては、空き家や空き地、高齢化等の課題もでていることから、まちなか

に住んでもらうために、まちの魅力も高めていくという形でまちづくりを進めてい

るところである。 

 

安部副会長 

・ 景観計画の範囲として、電車やバスの車体広告が含まれているのか、また将来的に
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含める考えがあるのか教えて欲しい。 

 

長壁副課長 

・ 電車やバスのラッピングについては、動くものであり、景観計画の中においても、

規制、誘導するものではないと考えている。 

 

安部副会長 

・ 規制や誘導という観点ではなくて、まちの景観を考えた時に目に入ってくるものな

ので、どのような車両を走らすのかも含めて考えていけると良いのではないかと思

う。 

 

横山委員 

・ 電車やバスのラッピングについては、クライアントとの打ち合わせの中で、派手す

ぎるものは改善するよう声を掛けながら仕事をしている。 

 

安部副会長 

・ 現在は事業者と広告業者の良心的なところでバランスがとられているとすると、行

政としても何らかの対策が必要なのではないかと思った。 

・ 名古屋市では広告に対するアドバイザーを愛知県立芸術大学のデザイン科の教授が

務めていたことがあり、その教授から地下鉄のラッピングも審査対象となる話を聞

いたことがあり前例はあると思う。 

 

横山委員 

・ 新潟県の方からも、広告物の観点から目に触れるものなので、見た方が不快になら

ないようなデザインを考えて欲しいと指導を受けたことはある。 

 

倉知委員 

・ 屋外広告物ガイドラインについて、印刷物の配布数やホームページからのダウンロ

ード数など、どれくらい広まったか教えてほしい。 

 

長壁副課長 

・ 印刷物は 1500部を印刷し、新潟県上越地域振興局地域整備部庶務課の窓口や新潟県

広告美術業協同組合に配布した。 

・ また、新潟県広告物美術業協同組合の組合員、建築士会の会員、不動産関係の組合

員などにも周知をしたとともに、SNS や市のホームページにおいても周知したが、

ダウンロード数までは把握はしていない。 

 

風巻委員 

・ 建築士会でも今年は上越総合技術高校の皆さんと連携して、南本町三丁目の町家調

査の活動をしている。 
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・ 今回の報告で小学校の活動の紹介があったが、小さい頃から色彩や照明に関心をも

ってもらうことが大切であるため、今後の景観まちづくりの取組として、学校のと

の連携についても重点的に加えてほしい。 

 

黒野会長 

・ 南本町 3 丁目については、久保田委員も高校生に指導されていると思うが、感じた

ことなどがあれば教えてほしい。 

 

久保田委員 

・ 私が指導していることではなく、過去数年に渡って取り組んできた先輩達の活動を

見ながら、生徒が自主的に考えて取組んでいる状況である。 

・ 町家の影絵のイベントについては、4 月から 8 月に取り組んでいる。影絵のテーマ

を辰にした理由は、今年が辰年であることと、辰の意味として幸運や繁栄の象徴が

あるということで、南本町 3 丁目の商店街が少しでも賑わうように、町内の方が幸

せになるようにという願いを込めものである。 

・ また、町内会の方と雁木の塗装作業を行った。今後、建築士会の皆さんと町家の実

測調査も予定している。 

・ 生徒は空き家問題を気にしているので、昨年は空き家のリノベーション案を作成し、

模型で表現した。 

・ 今後も勉強できる良い機会であるため、南本町 3 丁目の皆様と一緒に活動を続けて

いきたいと思っている。 

 

黒野会長 

・ 委員からの意見を次年度に向けた取り組みに活かして欲しい。 

・ 以上で議事を終了する。 

 

事務局 

・ 以上をもって「第 41回上越市景観審議会」を閉会します。 

 

（5） 閉 会 

 

9 問合せ先 

都市整備課計画係   TEL：025-520-5763 

E-mail：toshi-keikan@city.joetsu.lg.jp 

 

10 その他 

別添の会議資料もあわせてご覧ください。 

 


